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医療機能の現状と

今後の方向を報告

都
道
府
県

○ 昨年の通常国会で成立した「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が

「地域医療構想」を策定。（法律上は平成30年３月までであるが、平成２８年半ば頃までの策定が望ましい。）

※ 「地域医療構想」は、２次医療圏単位での策定が原則。

○ 「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の

医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を

作成。平成２７年３月に発出。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想

」を策定し、更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量１．２０２５年の医療需要と病床の必要量１．２０２５年の医療需要と病床の必要量１．２０２５年の医療需要と病床の必要量

・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療

需要と必要病床数を推計

・在宅医療等の医療需要を推計

・都道府県内の構想区域（２次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策

例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、 医療従事者の確保・養成等

地域医療構想について

（機能が見えにくい）
医療機能

を自主的に

選択

医
療

機
関

（B病棟）急性期機能（D病棟）慢性期機能（C病棟）回復期機能
（A病棟）高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、「地域医療構想調整会議」

で議論・調整。
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急速な少子高齢化による医療介護需要の増大と疾病構造の変化に対応するために都道

府県が策定する地域における将来の医療提供体制に関する構想で、将来の医療需要に

応じた、より効率的で質の高い医療提供体制の構築を目指すものです。

地域医療構想のポイント①

【【【【地域医療構想とは？地域医療構想とは？地域医療構想とは？地域医療構想とは？】】】】

【【【【必要病床数（将来の病床の必要量）とは？必要病床数（将来の病床の必要量）とは？必要病床数（将来の病床の必要量）とは？必要病床数（将来の病床の必要量）とは？】】】】

平成25年の実際の医療の実績に基づき、平成37年の人口推計などを踏まえて将来の

医療需要を推計し、その需要に応じて必要になる病床数を４つの病床機能ごとに推計した

ものです。

【【【【４つの病床機能とは？４つの病床機能とは？４つの病床機能とは？４つの病床機能とは？】】】】

機能区分機能区分機能区分機能区分 入院医療の内容入院医療の内容入院医療の内容入院医療の内容

高度急性期 難しい手術や集中治療室への入院

急性期 一般的な手術や手厚い看護の必要な入院

回復期 急性期後のリハビリや在宅への復帰に向けた入院

慢性期 慢性的な病状の患者さんが長期で療養を行うための入院
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第１章 奈良県地域医療構想とは
Ⅰ 地域医療構想策定の経緯と目的 Ⅱ 奈良県の地域医療の実情

第２章 奈良県地域医療構想の基本的視点
Ⅰ 医療需要の質と量に適合した効率的で質の高い医療提供体制の構築
～急性期・回復期・リハビリ・療養・在宅までの一貫した体制をどう構築するのか～
Ⅱ 地域包括ケアシステムと在宅医療の充実 Ⅲ 予防医療と健康増進の取組の必要性
Ⅳ 医療従事者の働き方改革の必要性 Ⅴ 社会保障制度改革への総合的な取組

第３章 医療需要の質と量に適合した効率的で質の高い医療提供体制の構築
～急性期・回復期・リハビリ・療養・在宅までの一貫した体制をどう構築するのか～
Ⅰ 奈良県の保健医療圏の現状と課題 Ⅱ 構想区域の設定
Ⅲ 県及び各構想区域の医療需要及び供給体制の現状と将来推計
Ⅳ 医療の内容に応じた弾力的な医療連携区域等の考え方
Ⅴ 病床機能報告制度とその活用
Ⅵ 将来のあるべき医療提供体制を実現するための施策の展開

第４章 主要疾病（４疾病３事業及び骨折・肺炎）についての医療提供体制の確保等
第５章 地域包括ケアシステムと在宅医療の充実

Ⅰ 地域包括ケアシステムと在宅医療 Ⅱ 地域包括ケアシステムを支える在宅医療について
Ⅲ 地域包括ケアシステムをどう充実させるのか
Ⅳ 将来のあるべき医療提供体制を実現するための施策の展開

第６章 予防医療と健康増進の取組
Ⅰ なら健康長寿基本計画の策定 Ⅱ 健康長寿日本一を目指した取組
Ⅲ 予防医療と健康増進の取組の今後の方向性 Ⅳ 歯と口腔の健康づくりの推進

第７章 医療従事者の働き方をどう改革するのか
Ⅰ 医療分野におけるワークマネジメントによる雇用の質の向上の必要性
Ⅱ 奈良県の医療従事者数について Ⅲ 医療従事者の勤務の状況
Ⅳ ワークマネジメントによる働き方の改革に向けた取組

第８章 今後の進め方等
Ⅰ 地域医療構想の推進体制の構築 Ⅱ 地域医療構想の見直し
Ⅲ 県民・患者への医療に向き合う知識の普及 Ⅳ 医療安全の向上に向けた取組

奈良県地域医療構想 目次
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第１章 奈良県地域医療構想とは【目的について】

超高齢化社会を迎え、「病院完結型」の根本的治療から、病気と共存しな

がら生活の質の維持・向上を目指して、地域全体で治し支える「地域完結

型」の医療への対応が求められている。

新しい地域医療の仕組みを構築するには、地域の医療機関が役割分担

して連携し、高度急性期・急性期機能から、在宅医療までの一連のサービ

スを地域において総合的に確保し、適切な医療の提供体制の実現に向け、

超高齢化社会にふさわしい地域医療体制づくりを目指すための地域医療

構想を策定し、新しい地域医療の仕組みを構築していく。

・「医療機能の分化・連携」の推進

・「在宅医療の充実」を含む「地域包括ケアシステム」の構築
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・・・・医療需要の質と量に適合した効率的で質の高い医療提供体制の医療需要の質と量に適合した効率的で質の高い医療提供体制の医療需要の質と量に適合した効率的で質の高い医療提供体制の医療需要の質と量に適合した効率的で質の高い医療提供体制の

構築構築構築構築

～急性期・回復期・リハビリ・療養・在宅までの一貫した体制をどう構築するのか～～急性期・回復期・リハビリ・療養・在宅までの一貫した体制をどう構築するのか～～急性期・回復期・リハビリ・療養・在宅までの一貫した体制をどう構築するのか～～急性期・回復期・リハビリ・療養・在宅までの一貫した体制をどう構築するのか～

①高齢者の医療需要に対応するため、患者の状態にあった医療

を提供できるようバランスのとれた医療提供体制を構築

②医療機能の拠点化と医療機関間の連携体制の確立

③そのためには、まず、患者が安心して退院できるよう、受け皿と

なる在宅医療の体制を構築

・・・・地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム地域包括ケアシステムと在宅医療の充実と在宅医療の充実と在宅医療の充実と在宅医療の充実

①地域包括ケアシステムの構築に当たっては、医療、特に在宅に

おける医療提供は必要不可欠な要素

②地域における医療と介護のネットワーク整備など、医療と介護

の連携を推進

③在宅医療に求められる様々な需要に対応できる訪問看護の充

実などの課題解決が必要

第２章 奈良県地域医療構想の基本的視点
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第２章 奈良県地域医療構想の基本的視点

・・・・予防医療予防医療予防医療予防医療とととと健康健康健康健康増進の取組増進の取組増進の取組増進の取組の必要性の必要性の必要性の必要性

①県民の健康寿命の延長を図るため、健康的な生活習慣の普及

により生活習慣病の発病を予防する必要

②がん、心臓病、精神疾患等の早世原因となる疾病を減らしてい

く必要

・医療従事者の働き方改革の必要性・医療従事者の働き方改革の必要性・医療従事者の働き方改革の必要性・医療従事者の働き方改革の必要性

①高齢者人口の増加により医療・介護の需要は増加する一方で、

医療従事者は生産年齢人口の減少に伴って確保が困難になる

ため、需要に即した医療従事者の確保と適正な配置を検討

②優秀な医療従事者の確保・育成を行っていくためには、職員が

働きがいを感じ、いきいきと働き続けられる職場づくりが重要

・社会保障制度改革への総合的な取組・社会保障制度改革への総合的な取組・社会保障制度改革への総合的な取組・社会保障制度改革への総合的な取組

①医療費適正化計画の推進や、国保の財政運営とともに一体

的に取組を進める必要
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2,681.7 2,834.9 2,786.5 

3,080.0 
3,900.0 3,881.1 

2,863.6 

3,411.2 3,429.7 

882.1 

956.4 980.4 

医療機関所在地 医療機関所在地 患者住所地

奈良県の医療需要（人／日）

高度急性期急性期回復期慢性期

2013年 2025年

慢性期 慢性期 慢性期

9,507.5人 11,077.8人11,102.6人

回復期 回復期 回復期急性期 急性期 急性期高度急性期 高度急性期 高度急性期

2013年度医療需要医療機関所在地 2025年度医療需要医療機関所在地 2025年度医療需要患者住所地

第３章 医療需要の質と量に適合した効率的で質の高い医療提供体制の構築

【2013年度と2025年の医療機能別の医療需要について】

■特徴

人口は減少するが、高齢化の進展に伴い入院医療需要は約17％増加(約1,600人/日)

する。
■医療需要の算出に当たっての主な注意点

１．2025年の医療需要は、2013年現在の医療提供体制が変わらないと仮定して推計
２．一般病床のうち、1日１７５点未満の医療需要は在宅医療等で算出
３．療養病床のうち、医療区分Ⅰの医療需要の７０％は、在宅医療等で算出 7



351 

2,915 3,081 3,029 
3,429 

3,422 
4,333 4,313 

1,832 

3,671 

4,374 4,398 
7,022 

1,175 

1,275 1,307 

1,419 

医療機関所在地 医療機関所在地 患者住所地 病床機能報告

奈良県における2013年度と2025年の医療機能別の必要病床数について
高度急性期急性期回復期慢性期休棟等 急性期

13,063床高度急性期
回復期 回復期 回復期 回復期慢性期慢性期慢性期 慢性期

11,183床 14,053床13,047床高度急性期 高度急性期
急性期 急性期高度急性期 急性期

2013年度必要病床数医療機関所在地 2025年必要病床数医療機関所在地 2015年病床機能報告2025年必要病床数患者住所地 休棟等
■医療需要と必要病床数
病床機能区分については、レセプトデータに基づく診療行為の点数で区分する内容となっている。
・高度急性期 医療資源量3,000点以上
・急性期 医療資源量600点～3,000点未満
・回復期 医療資源量175点～600点未満+回リハ
・慢性期 障害者・難病患者数、療養病床（回リハ及び医療区分１の患者数70%を除く）
■病床機能報告制度
病床機能区分については、医療機関の自主的な判断に基づく区分内容となっている。
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第３章 医療需要の質と量に適合した効率的で質の高い医療提供体制の構築

【2013年度と2025年の医療機能別の必要病床数について】

＊２０２５年の必要病床数は、他府県との協議結果を踏まえ医療機関所在地の医療需要に基づいて算出



奈良構想区域

47 

821 906 854 

1,117 

857 

1,137 1,156 546 

929 

1,170 1,187 
1,944 

293 

329 373 

63 

医療機関所在地 医療機関所在地 患者住所地 病床機能報告

奈良構想区域における2013年度と2025年の医療機能別の必要病床数（床）
高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期
急性期 急性期 急性期 急性期
回復期 回復期 回復期 回復期慢性期慢性期慢性期 慢性期

2,900床 3,542床 3,570床 3,717床

2013年度必要病床数医療機関所在地 2025年必要病床数医療機関所在地 2015年病床機能報告2025年必要病床数患者住所地 休棟等
9

755.7 834.0 786.0 

771.5 

1,023.3 1,040.1 

724.2 

912.7 925.8 
220.1 

247.0 280.0 

医療機関所在地 医療機関所在地 患者住所地

奈良構想区域の医療需要（人／日）

回復期 回復期 回復期慢性期 慢性期 慢性期
急性期 急性期 急性期高度急性期高度急性期高度急性期 3,032.0人3,017.0人2,471.6人

2013年度医療需要医療機関所在地 2025年度医療需要医療機関所在地 2025年度医療需要患者住所地



東和構想区域

119 
330 318 379 

360 

713 830 
579 406 

839 

933 

631 

1,423 

268 

285 

180 

362 

医療機関所在地 医療機関所在地 患者住所地 病床機能報告

東和構想区域における2013年度と2025年の医療機能別の必要病床数（床）

-12

高度急性期 高度急性期 高度急性期
高度急性期

急性期 急性期 急性期急性期回復期 回復期回復期回復期 慢性期慢性期 慢性期慢性期

2,150床 2,366床 1,769床 2,670床

2013年度必要病床数医療機関所在地 2025年必要病床数医療機関所在地 2015年病床機能報告2025年必要病床数患者住所地 休棟等

303.7 292.4 348.6 

641.4 747.4 
521.0 

654.4 

727.4 

492.0 

201.3 

213.8 

135.0 

医療機関所在地 医療機関所在地 患者住所地

東和構想区域の医療需要
1,800.8人 1,981.0人 1,496.5人

-11.3

高度急性期高度急性期高度急性期慢性期 慢性期 慢性期回復期 回復期 回復期慢性期慢性期 慢性期2013年度医療需要医療機関所在地 2025年度医療需要医療機関所在地 2025年度医療需要患者住所地
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西和構想区域

139 

818 
977 

798 

922 

816 

1,113 

1,105 
409 

739 

932 
1,088 

1,385 

245 

283 340 534 

医療機関所在地 医療機関所在地 患者住所地 病床機能報告

西和構想区域における2013年度と2025年の医療機能別の必要病床数（床）
3,331床 3,389床3,305床2,618床高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期急性期急性期 急性期 急性期回復期回復期 回復期回復期慢性期慢性期 慢性期 慢性期2013年度必要病床数医療機関所在地 2025年必要病床数医療機関所在地 2015年病床機能報告2025年必要病床数患者住所地 休棟等

752.2 
899.1 

734.0 

734.6 

1,002.0 

994.4 

576.7 

726.9 
848.7 184.1 

212.0 254.8 

医療機関所在地 医療機関所在地 患者住所地

西和構想区域の医療需要（人／日）
2,247.5人 2,831.9人2,840.0人高度急性期 高度急性期高度急性期 急性期急性期 急性期

回復期回復期 回復期
慢性期 慢性期慢性期2013年度医療需要医療機関所在地 2025年度医療需要医療機関所在地 2025年度医療需要患者住所地
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中和構想区域

44 

730 709 795 807 

915 
1,130 

1,199 

421 

1,033 

1,209 

1,227 

1,894 

345 

355 

344 460 

医療機関所在地 医療機関所在地 患者住所地 病床機能報告

中和構想区域における2013年度と2025年度の医療機能別の必要病床数（床）

-21

高度急性期3,023床 3,403床 3,565床 3,626床高度急性期高度急性期高度急性期 急性期 急性期 急性期急性期 回復期 回復期 回復期回復期慢性期 慢性期 慢性期 慢性期2013年度必要病床数医療機関所在地 2025年必要病床数医療機関所在地 2015年病床機能報告2025年必要病床数患者住所地 休棟等

671.7 652.5 731.4 

823.5 
1,016.6 

1,079.1 

806.1 

943.2 
956.7 

258.4 

266.1 
257.9 

医療機関所在地 医療機関所在地 患者住所地

中和構想区域の医療需要（人／日）
2,559.7人 3,025.1人2,878.4人

-19.2

高度急性期高度急性期 高度急性期急性期急性期急性期回復期 回復期回復期慢性期 慢性期慢性期2013年度医療需要医療機関所在地 2025年度医療需要医療機関所在地 2025年度医療需要患者住所地
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南和構想区域

2 

216 
171 

203 223 

121 

123 

274 

50 

131 

130 

265 

376 
24 

23 

70 

0 

医療機関所在地 医療機関所在地 患者住所地 病床機能報告

南和構想区域における2013年度と2025年の医療機能別の必要病床数（床）
492床 447床 812床 651床
高度急性期 高度急性期

高度急性期 高度急性期
急性期 急性期 急性期急性期回復期 回復期 回復期 回復期慢性期 慢性期 慢性期 慢性期2013年度必要病床数医療機関所在地 2025年必要病床数医療機関所在地 2015年病床機能報告2025年必要病床数患者住所地 休棟等

198.4 
156.9 

186.5 

109.1 

110.8 

246.5 

102.1 

101.0 

206.4 

18.2 

17.5 

52.7 

医療機関所在地 医療機関所在地 患者住所地

南和構想区域の医療需要（人／日）
692.2人386.3人427.8人

-41.5

高度急性期 高度急性期
高度急性期

急性期 急性期 急性期
回復期 回復期回復期 慢性期慢性期慢性期2013年度医療需要医療機関所在地 2025年度医療需要医療機関所在地 2025年度医療需要患者住所地
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第３章 医療需要の質と量に適合した効率的で質の高い医療提供体制の構築
【構想区域及び主な疾病・事業ごとの医療連携区域について】

14

救急医療連携区域
小児救急医療連携区域

主な疾病・事業ごとの医療連携区域がん医療連携区域脳卒中医療連携区域心筋梗塞医療連携区域糖尿病医療連携区域
周産期医療連携区域

奈良 西和 東和 中和 南和（人口は　平成２７年１０月１日現在　住基人口）中南部
天理市、桜井市、宇陀市、山添村、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村

構想区域の名称と区域等

南和 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 南和 76,835

高度急性期急性期区域北部中南部北部中南部西和 大和郡山市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町、河合町 西和 352,960中和 大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、高取町、明日香村、広陵町 中和 382,658
東和 東和 214,591
名　称（構想区域） 区　域（市町村名） 二次保健医療圏名称 人口（単位：人）奈良 奈良市 奈良 362,335



地域医療構想では、構想区域（二次保健医療圏）を単位として将来の医療提供体制を一

体的に構想し、その実現に取り組みます。

【【【【構想区域とは？構想区域とは？構想区域とは？構想区域とは？】】】】

【【【【医療連携区域とは？医療連携区域とは？医療連携区域とは？医療連携区域とは？】】】】

高度急性期・急性期機能の医療機能については、疾病によって医療提供に対する時間

的な切迫度や医療機関へのアクセス性が異なることから、疾病ごとの医療提供体制を構

築する区域を設定し、その構築に取り組みます。

地域医療構想のポイント②

○将来のあるべき医療提供体制を検討するための方向性を示すものです。

○法令に従い、一定の仮定に基づいて推計したもので、今ある病床を必要病床数まで直

ちに削減するものではありません。

【【【【必要病床数の性格必要病床数の性格必要病床数の性格必要病床数の性格】】】】
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